
７　立看板

　１表示面積は２㎡以下

８　はり紙及びはり札

９　鉄道車両及び自動車を利用する広告物等
　⑴　鉄道車両及び乗車定員11人以上の普通自動車（バス）
　　〇１車体当たりの広告物の総表示面積が、車体の表面積（底部の面積を除く。）の３／10以下
　　　ただし、自己の氏名、名称、商標又は事業の内容を表示する場合は、この限りではない
　　〇前部又は窓その他のガラス部分には表示しない
　　　ただし、前部に自己の氏名、名称、商標又は事業の内容を表示する場合は、この限りではない

　⑵　その他の自動車（広告宣伝自動車を除く）
　　〇下記の①かつ②であること
　　　ただし、自己の氏名、名称、商標又は事業の内容を表示する場合は、この限りではない
　　　　①１側面における総表示面積は1.8㎡以下
　　　　②後面における総表示面積は0.6㎡以下
　　〇前部又は上部には表示しない
　　　ただし、自己の氏名、名称、商標又は事業の内容を表示する場合は、この限りではない
　　
　　　　　　　　　　　　①　　　　　　　　　　　　　　②

　適用除外で許可が不要な場合、許可を受けることにより禁止地域への掲出ができる場合
等の基準については、ここには記載してありません。
　許可申請窓口等でおたずねください。
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（はり札）
0.5㎡以下

（はり紙）
１㎡以下


